
国立大学法人九州大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成25年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

・国立大学法人九州大学役員給与規則において、総長は、国立大学法人評価委員会が行う前

年度の業績評価の結果及び業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、期末特別手当の額を

10/100の範囲内で増額又は減額することができることとしている。

・国立大学法人九州大学は、「自律的に改革を続け、教育の質を国際的に保証するとともに、
常に未来の課題に挑戦する活力に満ちた最高水準の研究教育拠点となる」を基本理念とし、
「社会の課題に答える大学」等の九つの目指す姿を掲げ、その実現に向けて行動しており、
新しい視点で全学教育を推進する基幹教育や、自律的に改革を継続するための「大学改革活
性化制度」の導入など、様々な改革を学長のリーダーシップの下で推進している。
そうした中で、国立大学法人九州大学の学長は、職員数約4,100名の法人の代表として、そ

の校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに、本学を代表し、その業務を総理すると
いう職務を担っている。
学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬4,542万円と比較した場

合、それ以下であり、また事務次官の年間給与額2,044万円と比べてもそれ以下となっている。
国立大学法人九州大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容は、法人化移行前に比べて格段に困難
になっている。なお、決定に当たっては、国立大学法人評価委員会が行う前年度の業績評価
の結果を勘案している。
こうした職務内容の特性や民間企業役員報酬及び事務次官の年間給与額との比較を踏まえ

ると、報酬水準は妥当であると考えられる。

【主務大臣の検証結果】
職務内容の特性や業務の実績、国家公務員指定職適用官職、民間企業との比較などを考慮

すると、法人の長の報酬水準は妥当であると考える。

改定なし

改定なし

改定なし

改定なし

改定なし
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２　役員の報酬等の支給状況

平成25年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,275 12,971 5,006 1,297
(地域手当）

千円 千円 千円 千円

14,751 9,874 3,811
987
78

(地域手当）
(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,751 9,874 3,811
987
78

(地域手当）
(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,751 9,874 3,811
987
78

(地域手当）
(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,776 9,874 3,811
987
102

(地域手当）
(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,780 9,874 3,811
987
106

(地域手当）
(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,751 9,874 3,811
987
78

(地域手当）
(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

5,620 3,254 1,808
325
232

(地域手当）
(単身赴任手当）

7月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,633 6,020 1,943
1,083

122
464

(地域手当）
(通勤手当)

(単身赴任手当）

8月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

13,567 9,030 3,485
903
149

(地域手当）
(通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

11,882 7,795 3,008
779
298

(地域手当）
(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,217 3,161 0 55 （通勤手当）

注１)総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２）「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する常勤の役員に
　　　支給されているものである。
注３）「前職」欄の「◇」は、役員出向者（役員となるために、本府省課長・企画官相当職以上で退職し、
　　　 かつ、引き続き役員として在職する者）であることを示す。
注４）「前職」欄の「※」は、独立行政法人等の退職者であることを示す。

３　役員の退職手当の支給状況（平成25年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

前職

A監事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

Ｅ理事

法人の長

理事

B理事

Ｃ理事

Ｂ監事
（非常勤）

Ｆ理事

該当者無し

該当者無し

該当者無し

摘　　要

Ｄ理事

Ｇ理事

Ｈ理事

Ｉ理事

法人での在職期間

監事
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成25年度における給与制度の主な改正点

制度の内容

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

昇　　　給

昇格・降格

人件費については、平成16年3月末の定員を基礎として定めた人員を基に全学における年間の

人件費を算出し、その算出された範囲内で運用する。

運用に当たっては、全学における人員配置と人件費の計画・管理を一体的に行うため、全学的

委員会の人事企画委員会において、月別・職種別人件費の執行状況を把握し、適正かつ効率的

に行う。

国家公務員の給与水準を参考にしつつ、本学の現在及び将来の財政状況を考慮した上で決定

している。

職員の勤務成績等に応じて、現に受けている基本給についての昇給・昇格・降格及び6月・

12月に支給する賞与における支給割合の増減を行っている。

6月1日及び12月1日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員及び

基準日前1月以内に退職した職員に対し、基準日前6月以内の期間における

その者の勤務成績に応じて支給割合を決定し、支給する。

1月1日に、前年の勤務成績に応じて、上位の号に昇給させることができる。

昇給の号数は、5段階の区分を設け、1号～8号としている（55歳以上の職員

については、昇給号数を抑制する。）。

昇格：勤務成績が良好であり、かつ国家公務員の給与法に準じた基準を満たす

者で、職務能力等が適当と認められる者については、上位の職務の級に

決定することができる。

降格：勤務成績の不良等により、現在の職務の級が不適当と認められる者に

ついては、下位の職務の級に決定することができる。

［平成25年4月1日改正］
・若年・中堅層（31歳以上39歳未満）の職員の昇給号を1号回復

・特殊勤務手当、特地勤務手当、遠隔地手当及び寒冷地手当の支給対象職員の範囲の見直し

・有期契約職員に、退職手当に代えて同額の年度一時金を支給

［平成26年1月1日改正］

・55歳以上の職員の昇給号数の見直し

［国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号）関連の改正］

・給与減額支給措置に対する特例措置として、平成25年12月期の勤勉手当の成績率に14.65/100を加算
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２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,551 45.1 6,930 5,183 113 1,747
人 歳 千円 千円 千円 千円

946 41.4 5,361 4,070 133 1,291
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,880 49.1 8,307 6,160 118 2,147
人 歳 千円 千円 千円 千円

533 39.4 5,377 4,080 64 1,297
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 54.1 5,418 4,134 84 1,284
人 歳 千円 千円 千円 千円

18 41.5 4,952 3,751 129 1,201
人 歳 千円 千円 千円 千円

164 40.2 5,546 4,206 97 1,340
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 43.5 5,199 3,930 116 1,269

人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

924 37.2 4,151 3,615 46 536
人 歳 千円 千円 千円 千円

93 59.7 3,513 2,922 163 591
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 47.8 7,993 6,035 251 1,958
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 33.5 3,523 3,523 20 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

319 27.4 4,107 3,185 33 922
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 55.8 4,235 3,223 172 1,012
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 34.3 3,916 3,045 90 871
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 29.8 3,988 3,097 203 891
人 歳 千円 千円 千円 千円

354 39.6 3,952 3,952 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

56 43.4 7,119 5,872 114 1,247
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 36.7 3,388 2,809 139 579

注１）人員及び平均年齢は平成26年4月1日現在（②において同じ）
注２）平成25年度中に給与を減額されることなく支給された職員で、平成26年4月1日に在職している者についての状況を
　　　を記載（以下⑤まで同じ）
注３）「平成25年度の年間給与額（平均）」には、1年間に支給された給与額（時間外手当を除く。）の平均を記載
注４）「常勤職員」については、在外職員及び任期付職員を除く。
注５）「非常勤職員」については、常勤職員と同じ勤務時間数（週38時間45分）の者を対象としている。
注６）「技能・労務職種」とは、工作機械工、薬剤助手等の業務に従事する職員をいう。
注７）「専門行政職種」とは、高度な専門的業務に従事する職員をいう。
注８）「その他医療職種（医療技術職員）」とは、病院以外の施設に勤務する医療技術職員（放射線技師等）をいう。
注９）「その他医療職種（看護師）」とは、病院以外の施設に勤務する看護師をいう。
注10）非常勤職員の「その他教育職種（研究職）」とは、主に外部資金により雇用している職員をいう。
注11）非常勤職員の「教育職種（プロジェクト教員等）」とは、特定の目的のための教育研究業務に従事する職員をいう。
注12）非常勤職員の「事務・技術（プロジェクト支援職員等）」とは、事務組織における教育研究プロジェクトの支援に関す
　 　   る業務に従事する職員をいう。
注13）常勤職員の「その他医療職種（医療技術職員）」及び再任用職員については、該当者が２人以下のため、
　　　 当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外については記載していない。
注14）常勤職員のうち「医療職種（病院医師）」及び「指定職種」、在外職員、任期付職員については該当者がいないため

記載を省略した。
注15）非常勤職員のうち「その他」については該当者がいないため記載を省略した。

人員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち賞与平均年齢
平成25年度の年間給与額（平均）

総額
区分

事務・技術
(プロジェクト支援職員等)

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

教育職種
(プロジェクト教員等)

その他教育職種
（研究職）

教育職種
（大学教員）
医療職種

（病院看護師）

再任用職員

その他医療職種
（医療技術職員）
その他医療職種

（看護師）

うち所定内

医療職種
（病院医療技術職員）

専門行政職種

技能・労務職種

技能・労務職種

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

常勤職員
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②

注１）①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注２）「第１四分位」とは、年齢別の年間給与額を小さい順に並べたときの小さいほうから25％目の額をいい、
　 　  「第３四分位」とは、小さいほうから75％目の額をいう。

注３）医療職員（病院看護師）の年齢24～27歳の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定
　　　されるおそれのあることから、年間給与については表示していない。

0

50

100

150

200

250

300

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円

0

20

40

60

80

100

120

140

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円

- 5 -



（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

15 55.6 8,423 8,925 9,664

50 53.7 7,491 7,659 7,970

98 51.6 6,190 6,397 6,696

337 44.3 5,285 5,601 5,907

186 40.0 4,608 4,900 5,239

260 31.8 3,487 3,859 4,146

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

669 56.6 9,246 9,900 10,305

576 47.0 7,643 8,005 8,447

104 47.0 6,878 7,347 7,775

508 41.8 6,067 6,415 6,759

16 53.1 6,109 6,493 6,964

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1 - -

5 53.3 7,927 7,898 8,300

40 52.1 6,459 6,752 6,987

100 44.8 5,565 6,011 6,423

387 36.4 4,501 4,940 5,306

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　　　　　 部長

　　　　　 課長

　　　　　 課長補佐

　　　　　 係長

　　　　　 主任

　　　　　 係員

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　　　　　 教授
　　　　　 准教授

　　　　　 講師

　　　　　 助教

　　　　　 助手

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　　　 　看護部長

　　　 　副看護部長

　　　 　看護師長

　　　 　副看護師長

　　　 　看護師

注）看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
    平均年齢及び年間給与の平均額は記載していない。
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 係員 主任 係長 課長補佐 課長
な職位 係員 主任 係長 課長補佐

人 人 人 人 人 人

946 53 241 445 124 48
（割合） (5.6%） (25.5%） (47.0%） (13.1%） (5.1%）

歳 歳 歳 歳 歳

51～24 58～27 59～35 59～42 59～42

千円 千円 千円 千円 千円

2,883～2,166 4,495～2,453 5,664～3,000 5,482～4,045 6,458～4,667

千円 千円 千円 千円 千円

3,663～2,845 5,925～3,226 7,187～4,028 7,113～5,492 8,253～6,398

区分 計 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

標準的 部長 部長 部長 事務局長 事務局長
な職位 課長

人 人 人 人 人 人

25 9 1
（割合） (2.6%） (1.0%） (0.1%） ( %） (   %）

歳 歳 歳 歳 歳

59～46 59～46 ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

6,645～5,678 7,793～6,213 ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

8,611～7,547 10,235～8,423 ～ ～ ～

（教育職員（大学教員））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 教務職員 助教 講師 准教授 教授
な職位 准助教

人 人 人 人 人 人

1880 8 523 104 576 669
（割合） (0.4%） (27.8%） (5.5%） (30.6%） (35.6%）

歳 歳 歳 歳 歳

49～31 64～28 61～30 64～30 64～39

千円 千円 千円 千円 千円

4,609～3,523 5,912～3,703 6,401～3,978 7,198～4,344 10,854～5,470

千円 千円 千円 千円 千円

6,043～4,564 7,769～4,768 8,420～5,290 9,368～5,703 14,850～7,500

職級別在職状況等（平成２6年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

- 7 -



（医療職員（病院看護師））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 准看護師 看護師 副看護師長 看護師長 副看護部長 看護部長 看護部長
な職位 看護師

人 人 人 人 人 人 人 人

533 0 387 112 29 4 0 1
（割合） (   %） (72.6%） (21.0%） (5.4%） (0.8%） (   %） (0.2%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

～ 59～27 59～33 59～41 57～52 ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～ 5,422～2,879 5,312～3,648 5,658～4,451 6,493～6,013 ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～ 7,131～3,768 7,120～4,861 7,561～6,074 8,451～7,927 ～ ～

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注）事務・技術職員の８級、医療職員（病院看護師）の７級の該当者は１人のため、当該個人に関する情報
　　が特定されるおそれのあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.8 61.3 62.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.2 38.7 38.0

％ ％ ％

         最高～最低 49.4～32.7 48.9～34.7 47.5～34.3

％ ％ ％

64.7 62.9 63.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.3 37.1 36.3

％ ％ ％

         最高～最低 39.5～30.0 40.8～33.5 40.2～32.9

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

61.0 59.3 60.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.0 40.7 39.9

％ ％ ％

         最高～最低 52.9～33.2 52.5～35.3 52.7～34.3

％ ％ ％

64.8 63.0 63.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.2 37.0 36.2

％ ％ ％

         最高～最低 42.4～28.9 45.4～32.8 42.8～31.9

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

59.2 64.7 62.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.8 35.3 37.9

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～38.9 41.8～31.6 43.4～35.1

％ ％ ％

64.5 67.0 65.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.5 33.0 34.2

％ ％ ％

         最高～最低 39.5～30.4 37.3～29.2 38.1～30.0

賞与（平成25年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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⑤

92.5

102.9

101.3

112.6

105.3

注）当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

給与水準の比較指標について参考となる事項
○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 96.1

参考 学歴勘案　　　　　　 91.7

地域・学歴勘案　  　95.9

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　 109.2

参考 学歴勘案　　　　　 111.9

地域・学歴勘案　  110.5

教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 100.5

　　　　なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との

　　　給与水準（年額）の比較指標である。

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職
員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職（一））

対他の国立大学法人等

（教育職員（大学教員））
対他の国立大学法人等

（医療職員（病院看護師）)
対国家公務員（医療職（三））

対他の国立大学法人等

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　92.5

　国に比べて給与水準が
  高くなっている定量的な
  理由

　給与水準の適切性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　49.9％】
(国からの財政支出額 64,018百万円,支出予算の総額 128,240百万円:平成25年
度予算)
【累積欠損額　0円(平成24年度決算)】
【検証結果】
指標は国の水準以下であり、適切である。
【主務大臣の検証結果】
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水準
は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

講ずる措置
今後も国の給与水準を参考にしつつ、本学の現在及び将来の財政状況を考慮し
た上で、給与水準を決定する。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　112.6

　国に比べて給与水準が
  高くなっている定量的な
  理由

在職者の諸手当（特に地域手当）の支給状況により影響を受けること、
平成25年国家公務員給与等実態調査の「適用俸給表別、性別、最終学歴
別人員」による医療職俸給表（三）適用者の最終学歴は、大学卒3.8%、
短大卒87.1%、高校卒9.1%であるのに対し、本学は大学卒32.5%、短大卒
67.5%、高校卒0.0%であり、国と比べて初任給決定基準学歴が高いこと、同調
査の「適用俸給表別、級別（最終学歴別）人員」による医療職俸給表（三）
適用者の１級（准看護師）の構成割合は10.1%であるのに対し、本学は0.0％
であること、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24
年法律第2号）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、病院所属
の看護職員について、実施期間中に減ずることとされる給与の額に相当す
る額を支給していること、これらが対国家公務員指数を上回った要因と考
えられる。

　給与水準の適切性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　49.9％】
(国からの財政支出額 64,018百万円,支出予算の総額 128,240百万円:平成25年
度予算)
【累積欠損額　0円(平成24年度決算)】
【検証結果】
指標は国の水準以下であり、適切である。
【主務大臣の検証結果】
法人の看護職員の職員構成と国の職員構成が異なっていること、法人の給与制度
は国家公務員の制度と概ね同様であることから、給与水準は概ね適正であると考
える。

講ずる措置
今後も国の給与水準を参考にしつつ、本学の現在及び将来の財政状況を考慮し
た上で、給与水準を決定する。

注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成25年度の教育職員

　　（大学教員） と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成25年度）

前年度
（平成24年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・「給与、報酬等支給総額」は、平成24年8月1日から実施している給与減額支給措置に伴い、対前年度比3.2%減となった。

・「最広義人件費」は、給与減額支給措置に伴う「給与、報酬等支給総額」の減少（対前年度比3.2％減）及び退職手当

　支給人員の減少に伴う「退職手当支給額」の減少（対前年度比57.5％減）等のため、全体として3.8％の減となった。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時
（平成22年度）からの増△減

給与、報酬等支給総額
29,577,749 30,541,365 ▲ 963,616 (▲ 3.2%) ▲ 1,791,943 (▲ 5.7%)

退職手当支給額
1,507,794 3,548,724 ▲ 2,040,930 (▲ 57.5%) ▲ 218,279 (▲ 12.6%)

非常勤役職員等給与
15,382,945 14,661,452 721,493 (4.9%) 2,233,832 (17.0%)

(1.8%)

福利厚生費
6,000,691 5,767,208 233,483 (4.0%) 722,206

・特になし

注）「非常勤役職員等給与」においては、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用及び
　　人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「（１８）役員及び教職員の給与の明細」
　　における非常勤の合計額と一致しない。

(13.7%)

最広義人件費
52,469,179 54,518,749 ▲ 2,049,570 (▲ 3.8%) 945,816
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